《参考例》


常勤職員の勤務時間に関する規則
　
　１　１日当たりの勤務時間　８時間とする。
　　　 始業時間　　　９時００分
　　　 終業時間　　１８時００分
　　　 休憩時間　　１２時００分～１３時００分

２　週当たりの勤務時間　４０時間とする。
　　 勤務日　　月曜日～金曜日（１日８時間、５日勤務）

３　休日
　　 土曜日、日曜日
　　 祝日
　　 その他　 夏期休暇（８月○○日～○○日）
　　　　　　  年末年始（１２月２９日～１月３日）

４　その他
（１）業務の都合により、始業・終業時間を繰り上げ、又は繰り下げる場合がある。
（２）業務の都合により、所定時間を越えて勤務を命じることがある。
（３）業務の都合により、休日に勤務を命じることがある。
　　上記（１）から（３）の勤務を命ずる場合には、本人と事前に協議する。

《参考》
厚生労働省：モデル就業規則について ｜厚生労働省
